
 

○南国市議会傍聴人規則  

昭和 34 年 11 月 28 日  

議会規則第２号  

改正  平成３年９月 21 日議会規則第２号  

平成 14 年９月５日議会規則第４号  

平成 31 年３月 22 日議会規則第１号  

 

（目的）  

第１条  この規則は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）

第１３０条第３項の規定に基づき、傍聴人に関し必要な事項を定めることを目的

とする。  

（傍聴席の区分）  

第２条  傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。  

２  一般席で傍聴しようとする者は、係員の指示によって所定の席に着かなければ

ならない。  

３  報道関係者席で傍聴しようとする者は、議長の認めた市政記者に限る。  

（入場の制限）  

第３条  傍聴席が満員となった場合には、入場を制限することがある。  

（議場への入場禁止）  

第４条  傍聴人は、議場に入ることができない。  

（傍聴をする場合の責務）  

第５条  傍聴をする場合は、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、

示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。  

２  別表第１に該当する者は、傍聴席に入ることができない。  

３  児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、引率者又は保護者と

ともにある者で議長の許可を得た場合は、この限りでない。  

４  傍聴人は、傍聴席にあるときは、別表第２に掲げる事項を守らなければならな

い。  

（写真、映画等の撮影及び録音等の制限）  

第６条  傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとす

るときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。  



 

（係員の指示）  

第７条  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。  

（違反に対する措置）  

第８条  法第１３０条第１項及び第２項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規

則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場

させることができる。  

 

附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成３年議会規則第２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 14 年議会規則第４号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成 31 年議会規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  



 

別 表 第 １ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

１  酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る 者  

２  人 に 危 害 を 加 え る お そ れ の あ る も の を 携 帯 し て い る 者  

３  張 り 紙 、 ビ ラ 、 掲 示 板 、 プ ラ カ ー ド 類 又 は 楽 器 類 を 持 っ て い る

者  

４  そ の 他 議 事 を 妨 害 し 、 又 は 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 者  

 

別 表 第 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

１  議 場 に お け る 言 論 に 対 し て 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と 可 否

を 表 明 し な い こ と 。  

２  私 語 、 談 論 、 放 歌 、 高 笑 そ の 他 騒 ぎ 立 て る よ う な 行 為 を し な い

こ と 。  

３  は ち 巻 、 腕 章 の 類 を す る 等 示 威 的 行 為 を し な い こ と 。  

４  携 帯 電 話 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 に よ る 通 話 、 電

子 メ ー ル 等 の 送 信 及 び ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク サ ー ビ ス 等 へ の

投 稿 は し な い こ と （ 着 信 音 、 操 作 音 そ の 他 音 声 を 発 し な い こ と

を 含 む ） 。  

５  飲 食 を し な い こ と 。  

６  そ の 他 議 場 の 秩 序 を 乱 し 、 又 は 議 事 の 妨 害 と な る よ う な 行 為 を

し な い こ と 。  

 

 


